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保育所に係る審査及び児童館に係る審査の配点バランス 

＜第１回選定部会における意見＞ 

・ 保育内容の評価が低い場合でも，児童館を運営していれば，児童館に係る審査

において高評価になり，結果的に総得点が高くなる。児童館の審査においてのみ，

運営実績があれば優遇されるという基準で，単純に得点を合計してよいものかど

うか心配。 

・ 保育所と児童館で別々に審査したものを，最終的に合算し，１つの評価として

選定することに対し，不安がある。 

 

 【現状の配点】 

 運営実績 事業計画 合計 

保育所に係る審査 

 書面審査 ２５ （６０） ７５（１０２） １００（１６２） 

実地審査 ５０ （７４） － ５０ （７４） 

小計 ７５（１３４） ７５（１０２） １５０（２３６） 

児童館に係る審査 

 書面審査 （３２） （７０） １００（１０２） 

合計 （１６６） （１７２） ２５０（３３８） 

（ ）は換算前の満点 

 

＜事務局案＞ 

 現状の案を維持する。 

 児童館に係る審査において，児童館の運営実績の有無を考慮する審査項目は１の

みであり，その点数も最高で４点であることから，児童館の運営実績があることの

みをもって，保育所に係る審査の低評価を補えるものではない。 

最終的に１つの評価として選定することについて，以下の点から支障はないもの

と考える。 

○ 運営実績の審査では，保育所部分は保育所そのものの運営能力を実績を通じ

て評価しており，児童館部分は保育所を含め子育て施設を運営できる能力の有

無を評価している。いずれも子育て支援施設を運営する能力を確認するという

意味で同趣旨の審査をするものである。 

○ 事業計画の審査では，いずれも申請者の基本的な保育・子育て支援に関する

考えが反映された子育て支援施設の運営方針を確認するという意味で同趣旨の

審査をするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 



2 

 

 

 

＜参考＞ 

・ 保育所に係る点数と児童館に係る点数を同等にする。 

（例１）保１００点＋児１００点＝計２００点 

 運営実績 事業計画 合計 

保育所に係る審査 

 書面審査 １７ （６０） ５０（１０２） ６７（１６２） 

実地審査 ３３ （７４） － ３３ （７４） 

小計 ５０（１３４） ５０（１０２） １００（２３６） 

児童館に係る審査 

 書面審査 （３２） （７０） １００（１０２） 

合計 （１６６） （１７２） ２００（３３８） 

 

（例２）保１５０点＋児１５０点＝計３００点 

 運営実績 事業計画 合計 

保育所に係る審査 

 書面審査 ２５ （６０） ７５（１０２） １００（１６２） 

実地審査 ５０ （７４） － ５０ （７４） 

小計 ７５（１３４） ７５（１０２） １５０（２３６） 

児童館に係る審査 

 書面審査 （３２） （７０） １５０（１０２） 

合計 （１６６） （１７２） ３００（３３８） 

 


